
支担官第６１３号 

令和６年１０月３１日 

                                             支出負担行為担当官 

                                             防衛省大臣官房会計課 

                                             会計管理官 平下 一三 

（ 公 印 省 略 ） 

 

公    告 
 

  下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。 

 

記 

１．入札に付する事項 

調達番号 件    名 内容 履行場所 履行期間 

営-I-028 庁舎A棟排気ファン等整備役務 仕様書のとおり 仕様書のとおり 
自：契約締結日 

至：令和７年３月３１日 

 

２．入札方式  一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））対象案件） 

 

３．入札日時  令和６年１１月２２日（金）１０：３０ 

 

４．入札場所  防衛省市ヶ谷庁舎Ｅ２棟３階入札室 

 

５．参加資格 （１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっ

て、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

       （２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

       （３）令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＤ等級以上に格付けされ、関東

・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。 

              （４）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の

者でないこと。 

       （５）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売

買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。         

 

 

６．入札方法  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した額（当該金額に１円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。 

 

７．入札保証金及び契約保証金  免 除 

 

８．入札の無効  ５の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。 

 

９．契約書作成の要否  要 

 

10．適用する契約条項  公共建築保全業務契約約款、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、 

 

11．そ の 他        

（１）細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。 

（２）入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。 

（３）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認め

た場合には、この限りではない。 

（４）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（https://www.p-portal.go.jp）を利用した応札及び入開札手続により実施する

ものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、

令和６年１１月２０日（水）までに、下記担当者必着分を有効とする。 

 （５）落札者が、１０に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲 

 渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。 

（６）入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 

〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町５－１ （庁舎Ａ棟10階）※顔写真付の身分証明書を持参すること。 

受付時間 ９：３０～１８：１５（１２：００～１３：００までの間を除く） 

 

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。 

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp 



メール件名  ：「件名：○○○」 入札案内送信依頼 

添付ファイル ：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線20824 



仕 様 書 

件 名 
庁舎Ａ棟排気ファン等 

整備役務 

作成年月 令和６年１０月 

作成部署 大臣官房会計課庁舎管理室 

 

 

１ 履行場所： 東京都新宿区市谷本村町５－１ 防衛省市ヶ谷庁舎 

 

２ 履行期間： 契約締結日 から 令和７年３月３１日 

 

３ 概   要：  庁舎Ａ棟外９施設の排気ファン等の整備を行う。 

 

４ 一般事項 

(1)  共通事項 

ア 本業務は、本仕様書によるほか、次に基づき実施する。 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書（最新版）」（以降、

「共通仕様書」という。） 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務報告書作成の手引き（最新版）」

（以降、「手引き」という。） 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）最新

版」（以下「標準仕様書」という。） 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）

最新版」（以下「機械設備標準仕様書」という。） 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

最新版」（以下「電気設備標準仕様書」という。） 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

最新版」（以下「建築改修標準仕様書」という。） 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事

編）最新版」（以下「機械設備改修標準仕様書」という。） 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事

編）最新版」（以下「電気設備改修標準仕様書」という。） 

イ 庁舎内への出入り及び施設への立ち入りについては監督官の指示に従い、直ちに庁舎

内で定められた関係規則の手続きを行うとともに諸規定に従うものとし、業務に関係の

ない施設には立ち入らない。 

なお、立ち入るために許可手続きが必要な施設もあることから発注後、速やかに監督

官と調整の上、関係書類を提出する。 

ウ 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合、直ちに監督官に報告するとともに、

受注者の責任において復旧及び賠償する。 

エ 業務関係図書等の管理 

(ｱ) 業務関係図書、受注者が作成した業務計画書、作業計画書、業務報告書及び本業務

関係書類は、第三者に対して貸与、複写又は閲覧させてはならない。 

(ｲ) 業務関係図書等を自ら使用するために複製する場合は、あらかじめ監督官に届出を

行い事前に承諾を受ける。 

(ｳ) 受注者は、官側の承認を得て業務の一部を第三者に請け負わせようとするときは、

当該下請契約書において、業務関係図書等の適切な管理に関する規定を明確にしてお

く。 

(ｴ) 業務関係図書等は、複製したものを含め業務終了後直ちに返却する。 

 



オ ディーゼル車規制の遵守 

(ｱ) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成

12 年東京都条例第 215 号）に規定するディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、

又は使用させる。 

(ｲ) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の

提示を求める場合、速やかに提示する。 

カ 使用する物品が、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和５年１２月２２

日変更閣議決定）」に該当する品目の場合は、その基準を満たすものであること。ただ

し、基本方針の改定があった場合にはこれに従う。 

 

(2)  用語の定義 

「共通仕様書 第１編 第１章 第１節 １．１．２用語の定義」による。 

 

(3)  業務体制等 

ア 業務職員及び業務体制 

受注者は、業務責任者及び業務担当者をもって業務体制を組むものとする。ただし、

兼任を妨げない。 

(ｱ)  業務責任者とは、業務を総合的に把握し業務を円滑に実施するために監督官との連

絡調整を密に行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。また、業務責任者は、

本業務について、統括管理しなければならない。 

(ｲ) 業務担当者とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受

注者側の担当者をいう。 

(ｳ) 法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業

務を行う。 

イ 業務責任者は、十分な安全衛生対策を行い、作業員に対しては機会あるごとに注意喚

起させる。また、作業の工程ごとに安全に対する検討を行い、必要な措置を講じ安全衛

生管理を徹底させる。また、安全衛生管理については、関係法令に従って行う。 

ウ 受注者は、業務職員に対し、業務を行うに適した服装及び名札を着用させ、業務の従

事者であることを明瞭にする。 

 

(4)  業務計画書 

業務の実施に先立ち、実施体制、緊急連絡体制、全体工程、業務担当者が有する資格、

廃棄物処理に関する書類（収集運搬許可書等）、使用機器、使用薬剤等、必要な事項を総

合的にまとめた業務計画書を作成し、業務開始前に提出し、監督官の承諾を得る。なお、

業務計画書作成にあたり業務を系統的かつ統一的に実施するために、施設の安全と衛生環

境に関する法令及び労働基準法等関係法令等を遵守する。 

なお、提出部数及び媒体の種類等は、下表のとおりとする。 

 

(5)  作業計画書 

業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範

囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理を具体的に定めた作業計画書を作成し、監督

官の指示した日までに提出し、承諾を得る。 

なお、提出部数及び媒体の種類等は、下表のとおりとする。 

 

(6)  業務報告書等 

ア 業務の結果を業務報告書に記載し、作業終了後速やかに監督官に提出する。 

イ 業務報告書の書式は監督官の了承を得る。 

ウ 業務報告書の記載にあたっては、出来るだけ具体的に記載する。また、整備対象機器

のメーカー名、型番、製造番号等を必ず記載する。 

 



エ 履行期間の終了時には、業務報告書を製本または、ファイルして業務写真と共に各１

部ずつ提出する。 

オ 業務写真は、カラー（サービス版）でアルバムまたはファイルされたものとし、撮影

箇所は監督官の指示による。 

カ 次の業務の記録について、監督官より請求された場合は、提出又は提示する。 

(ｱ)  監督官と調整結果の記録の作成。 

(ｲ)  業務の全般的な経過を記載した書面の作成。ただし、同一内容を連続して行う場合

は、監督官と協議の上、省略できる。 

(ｳ)  一業務を終了した場合には、その内容を記載した書面を作成。 

キ 提出部数及び媒体の種類等は、下表のとおりとする。 

ク 業務実施においては、本業務に従事する者の名簿を役務実施前に監督官に提出するこ

と。 

 

(7) 業務に含まれる工事 

業務内容において、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建

設工事が含まれる場合（同法第３条第１項ただし書の軽微な建設工事を除く。）は、業務

実施前に同法第３条に規定する許可証明書、同法第１９条の２に規定する現場代理人等通

知書及び同法第２４条の７に規定する施工体制台帳の写しを監督官に提出するものとし、

業務の実施にあたっては、使用する材料の工事材料搬入報告書を作成するとともに、施工

前後及び施工中の写真（カラー）を撮影の上、業務報告書に添付するものとする。 

 

(8) 損傷箇所等に対する措置 

業務を実施した際、異常・劣化及び損傷箇所等を発見した場合は、直ちに監督官に報告

するとともに、原因・対応措置の判断を行い、とるべき必要な措置、方法、費用等を業務

報告書に記載し、写真及び図面と共に監督官に速やかに提出し、了承を得る。 

 

(9)  清掃  

作業を実施する際および作業完了後は、機器本体及び周辺の清掃を確実に実施する。 

 

(10) 喫煙 

喫煙は、監督官の指定する屋外の喫煙所とする。 

 

(11) 光熱水料の提供 

業務の実施に必要な最小限の電気、ガス、水道等の使用については官側から無償で提供

を受けることができる。 

 

(12) 使用機器の経費負担 

業務に必要な工具、計測機器等は設備機器に付属して設置されているものを除き、受注

者の準備とする。 

また、安全管理に必要な機器等についても受注者の準備とする。 

 

(13) 廃棄物等処理 

業務の実施に伴い発生した金属類は官側に引き渡すこととし、引き渡す際は重量（単位

：キログラム）を集計し、官側との協議により市ヶ谷地区内の指示した場所に集積する。

廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「東京都廃棄物の処理及

び再利用に関する条例」等関係法令に基づき、適正に処理するとともにマニフェスト等を

監督官に提出する。 

 

(14) 情報漏えい防止 

業務期間中、知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、業務終了後も同様とする。 



 

(15) 不審物等の通報 

業務期間中、不審物が置かれているなど明らかに普段と違う状況を発見した場合は、不

審物に触れることなく直ちに監督官又は近くに警備職員がいる場合は警備職員に通報す

る。 

 

(16) 協議 

本仕様書に疑義が生じた場合、速やかに支出負担行為担当官等と協議する。 

 

(17) 完了検査 

受注者は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官の指定した者が行う完了検査を受ける

ものとする。 

 

 



５ 特記事項：

(1)

(2) 　石綿事前調査における、石綿検出時の対応

(3) 仮設

ア

イ

ウ

エ

オ

(4)

(5)

(6) その他

ア

イ

ウ

　別紙「整備項目」に記した各項目の使用資材等については、参考型番等をもとに受注者が準
備し、機器の補修・試運転調整を行う。ただし、現在使用している部品以外の資材を使用する
場合は同等以上のものであることとし官側の承認を得ること。なお、業務が円滑に実施出来る
よう事前に現場を確認すること。

　設置した機器に対して、品名、規格、製造番号、整備年月日を監督官の指示した位置にラベ
ル等で表示すること。

　必要に応じて石綿事前調査（採取・分析）を実施すること。
　石綿事前調査において石綿が検出された場合、監督官に報告するとともに関係法令に基づき
撤去・処分すること。

　交換機器等整備後、試運転調整を実施し、当該機器が正常に運転することを確認するととも
に、試運転結果報告書を各作業実施後及び履行期限終了時に提出すること。なお、様式につい
ては監督官と調整するとともに、提出部数等は提出物一覧表のとおりとする。

　車道、歩道等へ作業に伴う資材、器材及び養生材を残置する場合は、事前に監督官と調整の
上、指示に従うこと。その際、夜間等における注意喚起に必要な資器材は請負者において準備
すること。

　高所での作業を要する箇所には足場、安全帯等を使用し、労働安全衛生法、建築基準法その
他関係法令を遵守して適切な保守管理を実施すること。

　作業実施前に、交換機器等を官側の指示に従い現地にて確認するとともに、監督官に使用材
料の承認を得ること。

　業務が円滑に実施出来るよう、事前に庁舎等への立入申請の要領の確認及び作業実施場所等
の現地調査を行うとともに、補修箇所の確認をすること。現地調査の細部については監督官と
調整の上、指示に従うこと。

　既存施設、施工済み部分等について、汚染又は損傷しないよう適切な養生を実施すること。

　車道、歩道等において作業を実施する際は、通行範囲の確保及び交通整理を実施すること。

　執務室及び使用機器により相当の音が発生する作業は閉庁日に実施することを基本とする。
細部は監督官と協議する。

　作業に必要な物品、設備等の移動・復旧、残置物への汚染防止養生及び作業範囲の清掃を実
施すること。



６ 提出書類一覧

７ 配置図

提出書類 提出時期 部数
媒体の
種類

備考

業務計画書
（仕様書４(４)）

 契約後速やかに １部 紙

作業計画書
（仕様書４(５)）

作業実施前
（監督官の指示した日）

１部 紙

役務従事者名簿
（仕様書４(６)）

作業実施前
（監督官の指示した日）

１部 紙

業務報告書
（仕様書４(６)）

作業実施後速やかに １部 紙
仕様書 ４ (７)に準じ工事材料
搬入報告書及び施工前後と施工
中の写真を含む。

許可証明書
（仕様書４(７)）

作業実施前
（監督官の指示した日）

１部 紙

現場代理人等通知書
（仕様書４(７)）

作業実施前
（監督官の指示した日）

１部 紙

施工体制台帳の写し
（仕様書４(７)）

作業実施前
（監督官の指示した日）

１部 紙

工事材料搬入報告書及び
施工前後と施工中の写真
（仕様書４(７)）

作業実施後速やかに １部 紙

損傷箇所等の報告
（仕様書４(８)）

発見後速やかに １部 紙
仕様書 ４ (８)に該当する場合
に提出する。

マニフェスト等
（仕様書４(１３)）

 処理後速やかに １部 紙

試運転結果報告書
（仕様書５（６））

作業実施後速やかに
及び履行期限終了時

各１部 紙

東

京

地

本

庁舎Ａ棟

庁舎Ｃ３棟

庁舎Ｂ棟

庁舎Ｃ１棟

庁舎Ｃ２棟

庁舎Ｄ棟

厚生棟

庁舎Ｆ１棟

体育館６８号倉庫



別　紙

整備項目

品　名 数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

１　庁舎Ａ棟　排気ファンモーターベアリング交換

　※　機器番号：EF-K2-13（露出） B4階 ハロンボンベ室

ベアリング 2 個 NSK 6204ZZC3

※内部足場を考慮

２　庁舎Ａ棟　送風機ファンベアリング交換

　※　ユニット型空調機 A.ACU-05-04 5階 空調機械室

ベアリング 2 個 旭精工 UGP208

３　庁舎Ｂ棟　冷却塔自動ブロー弁交換

　※　機器番号：B-CT-3 屋上

電動ボール弁 1 台 ｱｽﾞﾋﾞﾙ VY6300A

配管用炭素鋼鋼管 1 ｍ 白 32A

保温、ラッキング補修 1 式

継手類、パッキン、ボルト・ナット 1 式

石綿含有事前調査、石綿みなし作業 1 式 2検体

４　庁舎Ｂ棟　給排気ファンプーリー交換

　※　機器番号：SF-09-01、EF-09-01（露出） 9階 熱源機械室

ファンプーリー 1 個 NBK 125-3V-2-38-BKW-HN ﾀﾞﾌﾞﾙｾｯﾄﾋﾞｽ付

ファンプーリー 1 個 NBK 140-3V-2-38-BKW-HN ﾀﾞﾌﾞﾙｾｯﾄﾋﾞｽ付

モータープーリー 1 個 NBK 300-3V-2-42-BKW-HN ﾀﾞﾌﾞﾙｾｯﾄﾋﾞｽ付

モータープーリー 1 個 NBK 315-3V-2-42-BKW-HN ﾀﾞﾌﾞﾙｾｯﾄﾋﾞｽ付

平行キー 1 個 NKN S45C 10×8×300㎜

平行キー 1 個 NKN S45C 12×8×300㎜

※　機械上部のため狭小作業考慮

５　庁舎Ｂ棟　空調機冷水弁交換

　※　機器番号：B-ACU-K102-4、B-ACU-K305-2 B1階、B3階

電動２方弁 2 台 ｱｽﾞﾋﾞﾙ VY5110J0021

配管用炭素鋼鋼管 2 ｍ 白 25A

保温、ラッキング補修 1 式

継手類、パッキン、ボルト・ナット 1 式

石綿含有事前調査、石綿みなし作業 1 式 4検体

６　庁舎Ｂ棟　空調機電磁開閉器等交換

　※　機器番号：B-ACU-K2-03-03、B-ACU-K2-03-08 B2階

電磁開閉器 2 個 富士電機 SW-5-1

ｺｲﾙAC200V AC400V 3.7kW 1a1b

電磁接触器 2 個 富士電機 SC-5-1

ｺｲﾙAC200V AC400V 2a2b

補助接点ユニット 2 個 富士電機 SZ-A20

７　庁舎Ｂ棟　Ｉ／Ｏモジュール交換

B4階(衛生系統)

Ｉ／Ｏモジュール 1 個 ｱｽﾞﾋﾞﾙ RY5016S0000

８　庁舎Ｂ棟　膨張弁モーター交換

　※　空冷式パッケージ空調機 B.AMP-21-02-1 4階 ﾉｰﾄﾞ室

膨張弁モーター 1 個 日立 P29144



品　名 数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

９　庁舎Ｂ棟　電装部品交換

　※　空冷式パッケージ空調機 B.ACR-9-11-2 9階 通信団付室

プリント基板 1 個 日立 P29725

プリント基板 1 個 日立 P31607

ファンモーター 1 個 日立 P29012

ファンモーター 1 個 日立 P23587

サーミスタ 1 個 日立 P22447

サーミスタ 1 個 日立 P22668

サーミスタ 1 個 日立 P29021

サーミスタ 1 個 日立 P28301

コンデンサー 1 個 日立 P22126

トランス 1 個 日立 P23935

10　庁舎Ｂ棟　送風機モーターベアリング交換

　※　ユニット型空調機 B.ACU-K4-01 B4階 空調機械室

ベアリング 1 個 NTN 6310ZZC3

ベアリング 1 個 NTN 6208ZZC3

11　庁舎Ｂ棟　送風機モーターベアリング交換

　※　ユニット型空調機 B.ACU-05-02、B.ACU-03-02 5階,3階 空調機械室

ベアリング 2 個 NTN 6308ZZ

ベアリング 2 個 NTN 6306ZZ

12　庁舎Ｃ１棟　送風機モーターベアリング交換

　※　ユニット型空調機 C.ACU-05-09 5階 空調機械室

ベアリング 1 個 NTN AC6207ZZC3

ベアリング 1 個 NTN AC6206ZZC3

13　庁舎Ｃ２棟　給気ファンモーター交換

　※　機器番号：C-FS-K4-02（露出） B4階 熱源機械室

モーター 1 台 東芝 TKKH3-FBK21E-4P-18.5kW-400V

モーターベース 1 個 東芝 180型

※　荷下ろし用の足場を考慮

14　庁舎Ｃ２棟　ＣＯ２濃度センサ交換

　※　空調機 AHU-3-3 3階

ＣＯ２濃度センサ 1 個 ｱｽﾞﾋﾞﾙ CY8100C1001

15　庁舎Ｃ２棟　送風機モーターベアリング交換

　※　ユニット型空調機 C.ACU-08-04 8階 空調機械室

ベアリング 1 個 旭精工 AC6308ZZC3

ベアリング 1 個 旭精工 AC6208ZZC3

16　庁舎Ｃ２棟　送風機モーターベアリング交換

　※　ユニット型空調機 C.ACU-07-03、C.ACU-06-04 7階,6階 空調機械室

ベアリング 2 個 NTN AC6308ZZ

ベアリング 2 個 NTN AC6208ZZ

17　庁舎Ｃ３棟　冷却塔自動ブロー弁交換

　※　機器番号：C-CT-01、C-CT-03、C-CT-04 B3階 冷却塔置場

電動ボール弁 3 台 ｱｽﾞﾋﾞﾙ VY6300A

配管用炭素鋼鋼管 3 ｍ 白 50A

保温、ラッキング補修 1 式

継手類、パッキン、ボルト・ナット 1 式

石綿含有事前調査、石綿みなし作業 1 式 2検体

18　庁舎Ｃ３棟　ダンパ操作器交換

　※　空調機 AHU-2-1 2階

ダンパ操作器 1 個 ｱｽﾞﾋﾞﾙ MY7050A1001

取付アタッチメント 1 個 ｱｽﾞﾋﾞﾙ Z-SMA



品　名 数量 単位 参考型番・規格・仕様 備　考

19　庁舎Ｃ３棟　ユニット温度センサ交換

2階 ﾈｯﾄﾜｰｸ運用隊系統

ユニット温度センサ 1 個 ｱｽﾞﾋﾞﾙ TY7820Z0P00

20　庁舎Ｃ３棟　ＣＯ２濃度センサ交換

　※　空調機 AHU-B5-1、AHU-B5-2 B5階

ＣＯ２濃度センサ 2 個 ｱｽﾞﾋﾞﾙ CY8100C1001

21　庁舎Ｃ３棟　送風機ファンベアリング交換

　※　ユニット型空調機 C3.AHU-B3-01 B3階 空調機械室

ベアリング 2 個 旭精工 UCP308

22　庁舎Ｃ３棟　送風機モーターベアリング交換

　※　ユニット型空調機 C3.AHU-B2-04 B2階 空調機械室

ベアリング 1 個 NTN 6312ZZ

ベアリング 1 個 NTN 6310ZZ

23　庁舎Ｄ棟　水道メーター保温ラッキング補修

　※　冷却塔 D-CT-2 屋上 冷却塔置場

保温、ラッキング補修 1 式

24　庁舎Ｄ棟　排気ファンモーターベアリング交換

　※　機器番号：D・EF-B1-14（露出） B1階 会計官倉庫

ベアリング 2 個 NSK 6204ZZCM

25　庁舎Ｄ棟　Ｉ／Ｏモジュール交換

　※　機器番号：AHU-8-2 8階

Ｉ／Ｏモジュール 1 個 ｱｽﾞﾋﾞﾙ RY5008D0000

26　庁舎Ｆ１棟　ダクト用温度センサ交換

　※　空調機 ACU-2-4 2階 空調機械室

ダクト用温度センサ 1 個 ｱｽﾞﾋﾞﾙ TY7803Z0P00

27　厚生棟　排気ファン電磁接触器等交換

　※　機器番号：K-FE-B2-07 B2階 中水機械室

電磁接触器 1 個 富士電機 SC-N1

AC200V　2a2b

サーマルリレー 1 個 富士電機 TK-N2 18A

28　厚生棟　サーミスタ交換

　※　空冷式パッケージ空調機 K.ACP-B2-01-5 B2階 特高電気室

サーミスタ組立品 2 個 ﾀﾞｲｷﾝ 1974522

サーミスタ組立品 2 個 ﾀﾞｲｷﾝ 1782095

29　体育館　有圧換気扇交換

　※　機器番号：VF-1-④ 屋上

有圧換気扇 1 台 三菱電機 EWG-60ETA2

3Φ200V 50Hz 710H×710W×291D㎜

※　フード脱着含む。

30　６８号倉庫　パッケージ型空調機薬品洗浄

　※　機器番号：68.ACP-10、68.ACP-11（三菱電機 PK-RP50KA10） 2階、1階

薬品洗浄作業 1 式

※

※

※

　Ａ棟：ジョンソンコントロールズ製　　厚生棟：東芝製　　他：アズビル製

　試運転調整、養生・清掃含む。

　上表の交換部品は、記載の参考型番又は同等品以上とする。

　更新後、各棟防災センターにある中央監視装置との間で動作試験及び調整を実施する。

　各中央監視装置のメーカーは以下のとおり。


